
月額２万円×12か月×4か年＝96万円
（１人あたりの４年間合計額）

詳細は裏面をご覧ください。 本学独自の奨学金制度も紹介しています。

給付金額

家賃補助制度について
国際医療福祉大学 赤坂心理・医療福祉マネジメント学部では、自宅外通学を
する学生を対象に経済支援の一環として「家賃補助制度」を設けています。
自宅からの通学が困難なため一人暮らしをされる学生に対し、
家賃負担を補助いたします。
東京での学生生活において、より勉学に専念できるよう支援する制度です。

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部

家賃補助制度
のご案内

自宅外通学の
学生生活を
応援します！

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 〈入試事務室〉
TEL：03-5574-3903　Mail：akasaka-nyushi@iuhw.ac.jp
URL：https://akasaka.iuhw.ac.jp/



本学独自の奨学金制度

国際医療福祉大学特待奨学生奨学金　

あいおいニッセイ同和損害保険㈱奨学金

国際医療福祉大学年間成績優秀賞　

国際医療福祉大学在学生・卒業生
子息子女兄弟姉妹進学支援奨学金

国際医療福祉大学学生支援基金奨学金

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 〈入試事務室〉
TEL：03-5574-3903　Mail：akasaka-nyushi@iuhw.ac.jp
URL：https://akasaka.iuhw.ac.jp/

「特待奨学生特別選抜」「一般選抜前期」「大学入学共通テスト利用選抜」
の成績上位合格者から授業料の最大100％相当額の奨学金を給付。

あいおいニッセイ同和損害保険㈱から提供をいただいている制度。
２年次以上の優秀学生に年間60万～180万円を給付。

前年度の成績優秀者に授業料の50％を上限に給付。
（特待奨学生S・Aは表彰のみ）

本学学部の卒業生の子息子女、本学学部の卒業生・在学生の兄弟姉妹、
同年度に本学学部へ入学する兄弟姉妹（入学者のうち1人を対象）を
対象に、入学金の50％相当額を給付。

学生納付金負担者の不慮の事故等に伴う家計急変者を対象に、年間学生
納付金以内の額を貸与。

※掲載内容は2023年４月時点のものです。

対象者 次の①～④のすべてを満たす方
① 赤坂心理・医療福祉マネジメント学部に入学する方
② 自宅（家族の居宅）外からの通学者であり、一般の賃貸住宅（学生会館等除く）に居住する方
③ 自宅（家族の居宅）から本学（東京赤坂キャンパス）まで通学した場合に、通常の交通手段、経路を使用して
90分以上を要する方

④ 経済的支援が必要であると本学が認める方
※父母またはこれに代わって学生の学費や生活費を負担している（主たる生計維持者一人）の収入または
所得が以下のいずれかの要件を満たす入学者

１.主たる生計維持者が給与所得者の場合、その収入が年間841万円以下である
２.主たる生計維持者が給与所得者以外の場合、その所得が年間355万円以下である

注）社会人特別選抜の合格者と留学生特別選抜の合格者は対象外とします。

対象期間 補助年限は本学学則で定める修業年限とします。
ただし以下に該当した場合は、その後の補助を打ち切ります。

１．留年、退学、除籍となった場合
２．本学学則で定める懲戒処分を受けた場合
３．前年度の成績が不良（f-GPAによる学科内順位が下位20％）であった場合
４．その他、補助制度を継続することが適切でないと学長が判断した場合

申請方法 入学時の４月に開催する説明会にて申請書を配布します。
※ 説明会にて配布する本学所定の申請書を、学生本人名義の賃貸契約を証明する書類、生計維持者の所得を
証明する書類とともに提出してください。

※ 申請は入学年度の４月に限りますのでご注意ください。

その他 ◎ 本学独自奨学金、本学以外の奨学金団体や自治体から給付および貸与される奨学金との併受給は可能です。
◎ 補助金の給付は年２回（７月、１月）とします。
◎ 給付開始後、条件を満たさなくなった場合は翌月分からの給付を打ち切ります。
◎ 給付後、申請に不正が判明した場合は給付額の返還をしていただきます。
◎ 提出された書類は返却できません。

選考方法 上記書類により選考し、結果は申請者への通知をもって発表とします。（6月末予定）


